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再評価実施要領・再評価実施要領細目（一部抜粋）

1

国土交通省所管公共事業の再評価実施要領※1 道路事業・街路事業に係る再評価実施要領細目※2

第２ 再評価の対象とする事業の範囲
対象とする事業は、国土交通省が所管する以下の種類の公
共事業のうち、維持・管理に係る事業、災害復旧に係る事業
等を除く全ての事業とする。

（１）直轄事業
（２）独立行政法人等施行事業

第１ 再評価の対象とする事業の範囲（実施要領第２関連）
対象とする事業は、新設・改築事業とする。

第３ 再評価を実施する事業
１ 再評価を実施する事業は、以下の事業とする。

（１） 事業採択後一定期間が経過した時点で未着工の事業

「事業採択」とは、「事業費の予算化」とする。またこの
場合において、「一定期間」とは「３年間」とする。

（２） 事業採択後長期間が経過した時点で継続中の事業

この場合において、「長期間」とは「５年間」とし、「継
続中の事業」には一部供用されている事業を含むものとする。

（４） 再評価実施後一定期間が経過している事業

この場合において、「再評価実施後一定期間が経過してい
る事業」とは、「再評価実施後に３年間が経過した時点で継
続中又は未着工の事業」とする。

－

※1 平成28年3月31日 事務次官通知
※2 平成28年3月31日 都市局長・道路局長通知



再評価実施要領・再評価実施要領細目（一部抜粋）

2

国土交通省所管公共事業の再評価実施要領※1 道路事業・街路事業に係る再評価実施要領細目※2

第５ 再評価の手法
１ 再評価手法の策定

（１）所管部局等は、事業種別ごとの費用対効果分析を含む再評
価手法を策定する。

３ 再評価の視点

再評価を行う際の視点は以下のとおりとする。

① 事業の必要性等に関する視点
１） 事業を巡る社会経済情勢等の変化

事業採択の際の前提となっている需要の見込みや地元情勢の
変化等事業を巡る社会経済情勢等の変化状況等。

２） 事業の投資効果

事業の投資効果やその変化。
原則として再評価を実施する全事業について費用対効果分析

を実施するものとする。
なお、事業採択時において実施した費用対効果分析の要因に

変化が見られない場合で、かつ、事業規模に比して費用対効果分
析に要する費用が著しく大きい等費用対効果分析を実施すること
が効率的でないと判断できる場合にあっては、再評価実施主体は、
費用対効果分析を実施しないことができるものとする。

３） 事業の進捗状況

再評価を実施する事業の進捗率、残事業の内容等。

② 事業の進捗の見込みの視点

事業の実施のめど、進捗の見通し等。

③ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減の
可能性や事業手法、施設規模等の見直しの可能性。

第４ 再評価の手法（実施要領第５関連）
国土交通省所管公共事業の再評価実施要領第５の１に基づき定め

た再評価手法は以下のとおりである。

再評価を実施する際には、以下の評価項目（視点）について確認
を行う。

① 事業の必要性等に関する視点
１） 事業を巡る社会経済情勢等の変化

別に定める評価指標のうち、事業の効果や必要性を評価するた
めの指標、その他事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変
化等

２） 事業の投資効果

事業の投資効果やその変化を検証するため、原則として、別に
定める費用便益分析マニュアルに基づき、費用対効果分析を実施
するものとする。ただし、以下の事業についてはその限りではな
い。
・事業採択時に実施した費用対効果分析の要因に変化が見られ
ない事業であって、事業規模に比して費用対効果分析に要す
る費用が著しく大きいもの等、費用対効果分析を行うことが
適切でない場合

３） 事業の進捗状況

執行済額等

② 事業の進捗の見込みの視点

事業進捗が順調でない理由、供用予定等今後の事業の見通し等

③ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

施設の構造や工法の変更等

※1 平成28年3月31日 事務次官通知
※2 平成28年3月31日 都市局長・道路局長通知



各地整別再評価実施件数
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地整名 再評価件数
重点審議 要点審議※1

北海道開発局 ７ ４ ３

東北地整 ３６ ９ ２７

関東地整 ２０ ７ １３

北陸地整 １０ ６ ４

中部地整 １１ ５ ６

近畿地整 １４ ４ １０

中国地整 ５ ５ －※2

四国地整 ５ ３ ２

九州地整 ９ １ ８

沖縄総合事務局 ６ ３ ３

合計 １２３ ４７ ７６

※1 要点審議には、総括・一般・一括を含む。
※2 中国地整は審議の区分けがなく、すべて重点事業

《各地整別再評価実施件数（H27年度）》



重点審議の要件
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組織名 事業目的

事業費・事業期間 B/C影響要因

備考
事業費 事業期間

周辺ネット
ワーク等

需要量

北海道 変更 増加 遅れ ― ―

東北 変更
増加

（10%超）
遅れ

（10%超）
変化

減少
（10%超）

関東 変更 増加 遅れ ― ―

北陸 変更 増加
遅れ

（見通し公表事業）
変化 ―

初めて再評価とな
る事業は、重点審
議

中部 変更
増加

（10%超）
遅れ

（10%超）
変化

減少
（10%超）

近畿 変更
増加

（10%超）
遅れ

（10%超）
変化

減少
（10%超）

中国 審議の区分けなし（すべて重点事業）

四国 変更
増加

（10%超）
遅れ

（10%超）
変化

減少
（10%超）

九州 ― 増加 遅れ ― ―

沖縄 変更
増加

（10%超）
遅れ

（10%超）
変化

減少
（10%超）

《各地方整備局の重点審議の要件（H27年度）》

※ 上記要件に加え、監視委員会が必要と判断した場合も重点審議（大規模事業等）
※ 平成28年度については、東北地整は事業費の増額に注視、中国地整は審議区分

の区分けを実施するなど、一部見直しを実施



再評価の現状（監視委員会の審議状況）

5

北海道 東北 関東 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄

重点 総括 重点 要点 重点 一般 一括 重点 一括 重点 一括 重点 要点 重点 重点 要点 重点 要点 一括 重点 要点

資料

作成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

省略 ○ ○

審議の
進め方

個別 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一括 ○ ○ ○ ○ ○ ○

省略 ○

費用対
効果
分析

実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

実施/省略 ○ ○ ○ ○

省略 ○ ○ ○ ○ ○

審議時間（分） 20 5 20 5 35 10 5 10 3 15 2 9 6 25 30 2 30 12 3 20 10

《各地整における監視委員会の取組状況（平成27年度）》



ケース１ ケース２ ケース３ ケース４

社会経済情勢等の変更 無し 無し 無し 有り

事業費・事業期間 増加無し 10%以内増加 増加無し 又は 10%以内増加 10%超増加

B/C影響要因変化 等 無し 無し 有り －

資料 省略※1 省略※1、※2 省略※1、※2 作成

審議区分 要点 要点※2 要点※2 重点

費用対効果分析 省略 省略 実施 実施

再評価における改善案（再評価の重点化・効率化）

6

〔再評価の重点化・効率化の取り組み概要〕

〔H27年度再評価実施事業における改善後ケース数（N=123事業）〕

ケース４
47事業（38%）

ケース１
40事業（33%）

ケース２
18事業（15%）ケース３

18事業（15%）

※1 事業の進捗状況、進捗の見通しのみを更新（事業計画通知等において毎年度公表済み）、 部分供用等があり「今後の評価に必要なデータの取得が必要な場合」はデータの取得のみ実施
※2 事業費・事業期間・B/C影響要因の変化状況を踏まえ、必要に応じ、資料作成・重点審議を実施

※ 資料・費用対効果分析の省略は、 2回以上連続して実施しない
※ 審議方法については、各事業評価監視委員会が決定する。

（国土交通省所管公共事業の再評価実施要領 第６ 「４ 事業評価監視委員会における審議方法」より）



再評価における改善案（公表資料（事業概要資料））
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監視委員会資料

出典：平成27年度 四国地方整備局 第2回事業評価監視委員会
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監視委員会資料（費用対効果分析実施判定票）

出典：平成27年度 四国地方整備局 第2回事業評価監視委員会

平成27年度 事　業　名： 一般国道１１号　大内白鳥バイパス

チェック欄

前回評価で費用対効果分析を実施している ■

■

■

■

■

■

■

　　 ■

その他の事由（費用効果分析が必要な特別な事由）
－

以上より、費用対効果分析を実施しないものとする。

４．事業展開の変化
【事業期間の延長が10%以内】（費用便益費の算定に用いる事業期間で比較）
前回事業展開　H12年度～H41年度　30年
前回事業展開から変化なし

（イ）費用対効果分析を実施することが効率的でないと判断できる場合

・事業規模に比して費用対効果分析に要する費用が大きい
または、前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上
回っている。

前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回っている
前回評価時の感度分析下位ケース1.1≧基準値（1.0）

内的要因＜費用便益分析関係＞

１．費用便益分析マニュアルの変更がない 費用便益分析マニュアル(H20.11.28)に変更がない

２．需要量等の変更がない
【発生集中交通量の減少が10%以内】
今回発生集中交通量増加　35TE/日　前回発生集中交通量　619,190TE/日
変化率　0.1%以内（増加）

３．事業費の変化
【事業費の増加が10%以内】
前回事業費　28,100百万円
前回事業費から変化なし

（ア）前回評価時において実施した費用対効果分析の要因に変化が見られない場合

事業目的

・事業目的に変更がない
事業目的である「交通渋滞の緩和」「交通安全の確保」「高松自動車道白鳥大内ICへのアクセ
ス強化」などに変更がない

外的要因

・事業を巡る社会経済情勢の変化がない
渋滞の緩和、現道の交通安全性の向上、二次医療施設への搬送時間短縮等の事業の効果
や必要性に変化がない

前回実施　H24年度　　　B/C＝1.3

費用対効果分析実施判定票

年　度：

※各事業において全ての項目に該当する場合には、費用対効果分析を実施しないことができる。

項　　目
判　定

判断根拠
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監視委員会資料・再評価公表資料（事業概要資料）

出典：「平成28年度予算に向けた個別公共事業評価について」（平成28年2月9日記者発表資料）（※平成27年度 四国地方整備局 第2回事業評価監視委員会資料を元に作成）
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再評価公表資料（個別公共事業評価結果）

再々評価 281 342 260
1.3

（※１）

一般国道11号

大内白鳥バイパス

四国地方整備局

【内訳】

走行時間短縮便益：  292億円

走行経費減少便益：   42億円

交通事故減少便益：  7.6億円

【主な根拠】

計画交通量

4,100～21,700台/日

【内訳】

事業費　　 ：  238億

円

維持管理費 ：　 22億

円

①円滑なモビリティの確保

・現道等の年間時間損失の削減が見込まれる

・現道等における混雑時旅行速度20km/h未満である区間の旅行速度の改善が見込ま

れる

・所要時間の短縮により路線バスの利便性の向上が見込まれる

・ＪＲ三本松駅へのアクセス向上が見込まれる

・東かがわ市から高松空港、徳島阿波おどり空港へのアクセス向上が見込まれる

②国土・地域ネットワークの構築

・日常生活圏間のアクセス向上（東かがわ市～高松市、さぬき市間）が見込まれる

③個性ある地域の形成

・就業支援事業や定住促進事業等を支援する

・東かがわ市や徳島県北部地域の主要観光地へのアクセス向上が見込まれる

④安全で安心できるくらしの確保

・二次医療施設（県立白鳥病院）及び三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる

⑤安全な生活環境の確保

・交通量の減少により現道を通行する歩行者の安全性の向上が見込まれる

⑥災害への備え

・現国道11号は第一次緊急輸送道路に位置づけられている

・現国道11号が通行止になった場合の代替路線を形成する

・高松自動車道が通行止めになった場合の代替路線を形成する

⑦地球環境の保全

・CO2排出量の削減が見込まれる

⑧生活環境の改善・保全

・NO2排出量の削減が見込まれる

・SPM排出量の削減が見込まれる

・騒音環境基準超過区間の騒音低減が見込まれる

⑨他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとの関係

・さぬき東街道（主要地方道高松長尾大内線バイパス）との一体的整備

⑩その他

・白鳥大内ICへのアクセス強化により、地場産業(手袋産業)や大内工業団地立地企業な

どの物流の効率化を支援する

継続

道路局

国道・防災課

（課長 川﨑 茂信）

【事業投資効果等の事業の必要性】

・一般国道11号は、徳島市を起点に四国の北部を瀬戸内海沿いに徳島県、

香川県及び愛媛県下の主要都市を経て松山市に至る延長約230kmの主要

幹線道路であり、産業・経済の交流を支える大動脈であるとともに、通勤・通

学等日常生活に欠かせない生活道路としての役割を持つ重要な道路であ

る。

　大内白鳥バイパスは、東かがわ市中心部で発生している慢性的な渋滞の

緩和や交通安全の確保を図るとともに、高松自動車道 白鳥大内インターチェ

ンジへのアクセス強化を図り、地域経済の発展に寄与することを目的とした事

業である。

【事業の進捗の見込み】

・事業化年度：平成12年度

・事業進捗率62%（うち用地進捗率72%）

【コスト縮減等】

・今後も新技術、新工法の採用による工事コストの縮減に加えて、施設の長

寿命化や維持管理費を考慮した構造等の採用等、総コストの縮減に努めてい

く。

※１ 前回評価時において実施した費用対効果分析の要因に変化が見られないことなどから、前回評価の費用対効果分析の結果を用いている。

出典：「平成28年度予算に向けた個別公共事業評価について」（平成28年2月9日記者発表資料）
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再評価公表資料（客観的評価指標）
様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

一般国道１１号　大内白鳥バイパス 【費用対効果分析等に係る項目は、平成24年度評価時点】

　四国地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
全　体：費用便益比（3便益）（B/C）=1.3（経済的純現在価値(B-C)=82億円、経済的内部収益率(EIRR)=5.3%）
残事業：費用便益比（3便益）（B/C）=2.4（経済的純現在価値(B-C)=201億円、経済的内部収益率(EIRR)=11.3%）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

大項目 中項目

１．活力

● 現道等の年間時間損失及び削減率
大内白鳥バイパスへの交通転換により、現道等の年間時間損失の削減が見込まれる
時間損失削減量：56.7万人時間/年(71.3万人時間/年⇒14.6万人時間/年)
損失削減率：80％

■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される
東かがわ市内の現道等における混雑時旅行速度20km/h未満である区間の旅行速度の改善が見込まれる
国道11号ＪＲ三本松駅付近：16.0km/h ⇒ 31.0km/h

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは
交通改善が期待される

―

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する
所要時間の短縮により国道11号を利用する路線バスの利便性の向上が見込まれる
大川バス　60便/日（平日）

■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる
ＪＲ三本松駅へのアクセス向上が見込まれる
南台団地～ＪＲ三本松駅：1分短縮（8分⇒7分）

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる
東かがわ市から高松空港、徳島阿波おどり空港へのアクセス向上が見込まれる
東かがわ市役所～高松空港：3分短縮（60分⇒57分）
南台団地～徳島阿波おどり空港：3分短縮（44分⇒41分）

□ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる ―

□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる ―

□
現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できな
い区間を解消する

―

都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である ―

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する ―

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり ―

□ 中心市街地内で行う事業である ―

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km
2
以下である市街地内での事業である ―

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する ―

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては
100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる

―

□ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけあり ―

□ 地域高規格道路の位置づけあり

□
当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する（A'路線とし
て位置づけがある場合）

―

□ 当該路線が隣接した日常生活圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する ―

□ 現道等における交通不能区間を解消する ―

国土・地域ネッ
トワークの構築

物流効率化の支
援

円滑なモビリ
ティの確保

政策目標
指　　標

事業名

事業主体

指　　標 指標チェックの根拠

指標チェックの根拠

出典：国土交通省HP 道路IRサイト 「平成27年度再評価（平成28年度予算）結果」
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再評価公表資料（客観的評価指標）
□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する ―

■ 日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる
東かがわ市から日常生活圏中心都市である高松市やさぬき市へのアクセス向上が見込まれる
東かがわ市～高松市：3分短縮（65分⇒62分）

□ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する ―

■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する 就業支援事業、定住促進事業を支援する

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される
東かがわ市や徳島県北部地域の主要観光地へのアクセス向上が見込まれる
（讃州井筒屋敷、鳴門の渦潮、渦の道など）
栗林公園（高松市）～鳴門うずしお（鳴門市）：4分短縮（88分⇒84分）

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である ―

２．暮らし
□

自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日
以上の全てに該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の
歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる

―

□ バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される ―

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけあり ―

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）等の
幹線道路において新たに無電柱化を達成する

―

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる

東讃地域から三次医療施設へのアクセス向上、さぬき市方面から県立白鳥病院へのアクセス向上が見込まれる
白鳥病院～香川大学医学部附属病院：4分短縮（31分⇒27分）

３．安全 安全な生活環境
の確保 ■

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減
少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

交通量の減少による安全性の向上が見込まれる
ＪＲ三本松駅前交差点：852.4件/億台キロ、落合交差点：524.5件/億台キロ

■

当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以
上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日
以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区
間に歩道が設置される

交通量の減少により現道を通行する歩行者の安全性の向上が見込まれる
自動車交通量：15,949台/12h　歩行者交通量：396人/12h、歩道狭小区間、通学路あり

災害への備え □
近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を
解消する

―

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整
備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線
（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり

第１次緊急輸送道路指定
香川川県緊急輸送道路ネットワーク計画（H23年度）において、対象区間は国道11号現道、高松自動車道が
第１次緊急輸送確保路線に指定

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する
第一次緊急輸送道路の代替路線を形成
現国道11号が通行止になった場合の代替路線を形成する

□
並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場
合）

―

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通
行規制等が解消される

―

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する ―

地球環境の保全

● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量
CO2排出量の削減が見込まれる
CO2排出削減量：5千t-CO2/年(170千t-CO2/年 ⇒ 165千t-CO2/年)
CO2排出削減率：3％

● 現道等における自動車からのNO2排出削減率
NO2排出量の削減が見込まれる
NO2排出削減量：24t-NO2/年(28t-NO2/年 ⇒ 4t-NO2/年)
NO2排出削減率：86％

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率
SPM排出量の削減が見込まれる
SPM排出削減量：1.4t-SPM/年(1.64t-SPM/年 ⇒ 0.2t-SPM/年)
SPM排出削減率：87％

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回
ることが期待される区間がある

―

■ その他、環境や景観上の効果が期待される
騒音環境基準を超過する区間の騒音低減が見込まれる
73dB ⇒ 65dB（昼間騒音）

■ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり さぬき東街道（主要地方道高松長尾大内線バイパス）との一体的整備

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている ―

その他
■ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が期待される

物流効率化の支援
大内工業団地～白鳥大内IC：4分短縮（8分⇒4分）

他のプロジェク
トとの関係

５．その他

４．環境

生活環境の改
善・保全

無電柱化による
美しい町並みの
形成

個性ある地域の
形成

歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

出典：国土交通省HP 道路IRサイト 「平成27年度再評価（平成28年度予算）結果」
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再評価公表資料（費用対効果分析結果）

出典：国土交通省HP 道路IRサイト 「平成27年度再評価（平成28年度予算）結果」
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再評価公表資料（費用対効果分析結果）

出典：国土交通省HP 道路IRサイト 「平成27年度再評価（平成28年度予算）結果」
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再評価公表資料（費用対効果分析結果）

出典：国土交通省HP 道路IRサイト 「平成27年度再評価（平成28年度予算）結果」
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再評価公表資料（費用対効果分析結果）

出典：国土交通省HP 道路IRサイト 「平成27年度再評価（平成28年度予算）結果」
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再評価公表資料（費用対効果分析結果）

出典：国土交通省HP 道路IRサイト 「平成27年度再評価（平成28年度予算）結果」
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再評価公表資料（費用対効果分析結果）

出典：国土交通省HP 道路IRサイト 「平成27年度再評価（平成28年度予算）結果」
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国土交通省所管公共事業の新規実施要領※1 道路事業・街路事業に係る新規実施要領細目※2

第２ 評価の対象とする事業の範囲
対象とする事業は、国土交通省が所管する以下の種類の公
共事業のうち、維持・管理に係る事業、災害復旧に係る事業
等を除く全ての事業とする。

（１）直轄事業
（２）独立行政法人等施行事業

第１ 評価の対象とする事業の範囲（実施要領第２関連）
対象とする事業は、新設・改築事業とする。

第３ 評価を実施する事業
１ 事業費を予算化しようとする事業
２ 準備・計画に要する費用を予算化しようとする事業。

第５ 評価の手法
１ 評価手法の策定

（１）所管部局等は、事業種別ごとの費用対効果分析を含む
評価手法を策定する。なお、事業種別ごとの評価手法の
策定に当たっては、学識経験者等から構成される委員会
を設置し、意見を聴くものとする。

（４）評価手法の改善については、第５の１（１）、（２）
及び（３）の「策定」を「改善」に読み替えるものとす
る。

２ 評価手法の改善
評価部局等は、評価の精度の向上を図るため、評価の実施
の状況等を踏まえ、必要に応じて事業種別ごとに評価手法に
ついて検討を加え、その結果に基づいて必要な改善を行うも
のとする。

第２ 評価を実施する事業（実施要領第３関連）
原則として事業採択を行う際の「箇所」を１つの事業単位
とするが、一つの「箇所」を複数の「区間」に分けて事業採
択する場合は、各々の「区間」を一つの事業単位とする。

第４ 評価の手法（実施要領第５関連）
国土交通省所管公共事業の新規採択時評価実施要領第５の
１に基づき定めた評価手法は以下のとおりである。
新規事業採択に当たっては、別に定める評価指標を用いて
事業の評価を実施し、この評価を踏まえ、当該年度の予算枠、
地域固有の状況等の諸要素を総合的に考慮して、新規事業採
択箇所を決定する。なお、評価指標の一つである費用便益比
については、別に定める費用便益分析マニュアルに基づき算
定する。

※1 平成28年 3月31日 事務次官通知
※2 平成21年12月24日 都市局長・道路局長通知
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費用便益分析算出概要

事業Ａ
(開通済)

事業Ｂ
(事業中)

事業Ｃ
(新規)

事業Ｄ
(ルート等確定)

現在
（評価基準年）

費用 便益

費用 便益

事業Ｅ
(ルート等未確定)

事業Ａ
［開通済］

事業Ｂ
［事業中］

事業Ｃ
［新規］

事業Ｄ
［調査中：ルート等確定］

拠点

事業Ｅ
［調査中：ルート等未確定］

拠点

《モデルケース》

《費用便益分析算出概要》

《便益》
開通区間毎に50年間積み上げ
（維持管理費用も便益と同期間積み上げ）
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事業化当初と完了時の事業費の変化

+10%超増

２６％

-10%超減 ５％

+0%～+10%

３０％

-10%～0%

３９％

±１０％以内

約７割

事業化当初と完了時の事業期間の変化

-10%超減 ２％

+10%超増

１９％

-10%～0%

６３％
+0%～+10%

１６％

±１０％以内

約８割

○各事業評価プロセスにおいて重視する評価の項目（視点）（案）

評価の視点
○評価要領における各評価プロセスの目的

再評価

新規事業採択時評価 再評価 事後評価

費用対効果分析も含め、総合的に実施するもの
である。

事業の継続に当たり、必要に応じその見直しを
行うほか、事業の継続が適当と認められない場合
には事業を中止する

事業完了後の事業の効果、環境への影響等の確
認を行い、必要に応じて、適切な改善措置を検討す
るとともに、事後評価の結果を同種事業の計画、調
査のあり方や事業評価手法の見直し等に反映する

新規採択時評価

（１）事業採択の前提状況
（２）費用対便益
（３）事業の影響

①自動車や歩行者への影響
②社会全体への影響

（４）事業実施環境
・プログラムとの関係や住民の協力など

①事業の必要性等に関する視点
１）事業を巡る社会状況の変化
２）事業の投資効果
３）事業の進捗状況

②事業の進捗の見込みの視点
順調でない理由、供用予定等今後の見通し等

③コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

事後評価

①費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化
②事業の効果の発現状況
③事業実施による環境の変化
④社会情勢等の変化
⑤今後の事業評価の必要性
⑥改善措置の必要性
⑦計画・調査のあり方、評価手法の見直しの必要性

○事業中評価の例（カナダ） ○事後評価箇所における分析例
（事業費、事業期間）

分析結果を計画時の設定に反映

（利活用戦略を含めた）

進捗・見通しや事業費管理

（事業や利活用の）

改善措置、計画や手法へのフィードバック

評価プロセス毎に重視する評価の項目（視点）を更に明確化し、必要な情報をよりわかりやすく提示する検討の方向性（３）

各評価プロセスの目的に応じ、必要な情報をわかりやすく提示する

目的：計画内容の見直し等に反映

On Time On Budget On Scope

Green スケジュール内
におさまっている

予 算 内 に お さ
まっている

効果に変更が
あ っ て も プ ロ
ジェクトに影響
なし

Yellow
遅 れ て い る が
計 画 に 大 き な
影響なし

現状 は上回 っ
ているが、最終
は予算内

効果変更の場
合、プロジェクト
に負の影響可
能性

Red
遅れていて、計
画への影響が
大きい

予想支出が予
算を超えている

効果変更の場
合、プロジェクト
にマイナスの影
響

○ストック効果を高めるための地域の取組

地域の利活用戦略

直轄事業
H15～H26
事後評価
N=185

直轄事業
H15～H26
事後評価
N=161

事業化当初と完了時との
事業費の変化率

事業化当初と完了時との
事業期間の変化率

【国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領（抜粋）】 【国土交通省所管公共事業の再評価実施要領（抜粋）】 【国土交通省所管公共事業の事後評価実施要領（抜粋）】

【道路事業・街路事業に係る総合評価要綱（抜粋）】 【道路事業・街路事業に係る再評価実施要領細目（抜粋）】 【道路事業・街路事業に係る事後評価実施要領細目（抜粋）】

（例：東九州道）

・道路整備と「北部九州自動車産業アジア先進拠点
プロジェクト」の連携による地域産業の活性化

【推進体制・連携組織】

○北部九州自動車産業アジア
先進拠点推進会議
【会長】福岡県知事
【役員】㈱ﾃﾞﾝｿｰ九州 ほか

【顧問】日産自動車九州㈱ ほか

○九州自動車・二輪車産業
振興会議
【座長】福岡県商工部長
【構成】福岡県ほか九州６県

北部九州自動車産業アジア先進拠点プロジェクト

○品質・コスト面の競争力の強化
・自動車産業ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰによる支援

○研究開発力の強化
○電子・電装系企業の集積促進
・ビジネスマッチングの支援

○次世代自動車の先進的な普及
拠点の形成促進
・FCV普及と水素ｽﾃー ｼｮﾝ整備の一体的推進
・充電インフラの整備

○自動車人材の集積・交流促進

【事業展開】

実施件数：１０事業（Ｈ２６年度） 実施件数：１４３事業（Ｈ２６年度） 実施件数：２５事業（Ｈ２６年度）

出典：国土交通省調べ
出典：国土交通省調べ

出典：福岡県商工部自動車産業振興室

H27.12.21
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